
 

 

平成 30 年５月 16日 

各 位 

会 社 名 株式会社プロルート丸光 

代表者名 代表取締役社長 安田 康一 

（JASDAQ・コード：8256） 

問合せ先 執行役員管理本部長 森本 裕文 

（TEL 06-6262-0303） 

 

資本金の額及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ 
 

当社は、平成 30年５月 16日開催の取締役会において、平成 30年６月 14日に開催予定の第 67回定時株主総

会に、下記のとおり「資本金の額及び資本準備金の額の減少の件」を付議することを決議いたしましたので、

お知らせいたします。 

記 

 

１． 資本金の額及び資本準備金の額の減少の目的 

今回の資本金の額及び資本準備金の額の減少は、当社の業容及び損益状態の現状を踏まえ、適切な税制

への適用を通じて財務内容の健全性を維持しつつ、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図ることを目的

とし、会社法第 447条第１項及び第 448条第１項の規定に基づき行うものであります。 

 

２． 資本金の額及び資本準備金の額の減少の要領 

（１）減少する資本金の額及び資本準備金の額 

    資本金の額 100,000,000 円を 50,000,000 円減少して、50,000,000 円とする予定であります。 

    資本準備金の額 676,827,345 円を 626,827,345 円減少して、50,000,000 円とする予定であります。 

（２）資本金の額及び資本準備金の額の減少の方法 

    発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額及び資本準備金の額の全額をその他資本剰余

金へ振り替えます。 

 

４．日程 

  （１）取締役会決議日      平成 30年５月 16 日 

  （２）株主総会決議日      平成 30年６月 14 日（予定） 

  （３）債権者異議申述公告日   平成 30年６月 15 日（予定） 

  （４）債権者異議申述最終期日  平成 30年７月 15 日（予定） 

  （５）効力発生日        平成 30年７月 17 日（予定） 

  

５．今後の見通し 

   本件は、「純資産の部」における科目間の振替処理であり、当社の純資産の額に変動はなく、業績に与え

る影響はありません。 

   なお、本件は、平成 30 年６月 14 日開催予定の第 67 回定時株主総会において、承認可決されることを条

件としております。 

                                              以 上   


